
　

近
年
「
健
康
な
人
向
け
の
割
引
」
の
あ

る
商
品
が
多
く
の
保
険
会
社
で
販
売
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
〝
健
康
な
人
は
病
気

に
な
っ
た
り
死
亡
し
た
り
す
る
可
能
性
が

低
い
た
め
保
険
料
を
安
く
す
る
こ
と
が
で

き
る
〞
相
互
扶
助
の
考
え
か
ら
採
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

健
康
状
態
の
良
い
人
の
割
引
、
タ
バ
コ

を
吸
わ
な
い
人
の
割
引
、
ゴ
ー
ル
ド
免
許

の
割
引
、
健
康
診
断
書
を
提
出
す
る
割
引
、

た
く
さ
ん
歩
く
こ
と
の
割
引
…

　

こ
れ
ら
の
割
引
は
、
掛
け
捨
て
型
の
死

亡
保
障
で
多
く
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

最
近
で
は
医
療
保
険
で
も
割
引
の
あ
る
商

品
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
健
康
な
人
に
は
、

お
得
な
制
度
で
す
よ
ね
。

　

今
年
の
4
月
に
は
、
掛
け
捨
て
型
の
死

亡
保
障
を
中
心
に
保
険
料
が
下
が
り
ま
し

た
。
昔
加
入
さ
れ
た
保
険
も
、
一
度
見
直

し
て
み
る
価
値
は
充
分
あ
り
そ
う
で
す
。

「
や
さ
し
い
保
険
プ
ラ
ザ
友
部
ス
ク
エ
ア

店
」
で
は
生
命
保
険
会
社
24
社
の
取
扱
い

が
ご
ざ
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

健
康
だ
と

保
険
料
が

 

安
く
な
る
!?

　

障
が
い
の
あ
る
人
が
地
域
で
自
立
し
た
生

活
を
し
て
い
く
た
め
、
次
の
よ
う
な
手
当
が

あ
り
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
方
を
、
家
庭

で
養
育
し
て
い
る
保
護
者
等
に
支
給
し
ま
す
。

対
象
者　

○
身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
3
級
を
所
持
す
る

○
療
育
手
帳

・
Ａ
・
Ｂ
を
所
持
す
る

○
精
神
障
が
い
が
あ
る

○
そ
の
他
同
程
度
の
障
が
い
が
あ
る

右
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満
の

方
を
、
家
庭
で
養
育
し
て
い
る
保
護
者
等

手
当
額　

1
人
に
つ
き
月
額

　

1
級
（
重
度
）　

5
1
，7
0
0
円

　

2
級
（
中
度
）　

3
4
，4
3
0
円

支
給
方
法

年
3
回
（
4
月
・
8
月
・
12
月
）
指
定
銀
行

口
座
に
振
込
と
な
り
ま
す
。

支
給
制
限

○ 

前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合

○
本
人
が
障
が
い
に
よ
る
公
的
年
金
を
受
け
た
場
合

○
福
祉
施
設
等
へ
入
所
し
て
い
る
場
合

手
続
き
に
必
要
な
も
の

 

手
帳
、
印
鑑
、
戸
籍
謄
本
、
診
断
書
（
特
別

児
童
扶
養
手
当
用
）、
口
座
番
号
が
わ
か
る

も
の
（
通
帳
な
ど
）

障
害
児
福
祉
手
当

　

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活

に
お
い
て
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未

満
の
方
に
支
給
し
ま
す
。

対
象
者

○
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
を
所
持
す
る
方

○
療
育
手
帳

を
所
持
す
る
方

○
そ
の
他
同
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
方

手
当
額　

月
額　

1
4
，6
5
0
円

支
給
方
法

年
4
回
（
2
月
・
5
月
・
8
月
・
11
月
）
指

定
銀
行
口
座
に
振
込
と
な
り
ま
す
。

支
給
制
限　
　

○
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合

○ 

本
人
が
障
が
い
に
よ
る
公
的
年
金
を
受
け

た
場
合

○
福
祉
施
設
等
へ
入
所
し
て
い
る
場
合

手
続
き
に
必
要
な
も
の 

手
帳
、印
鑑
、診
断
書（
障
害
児
福
祉
手
当
用
）、

口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）

特
別
障
害
者
手
当

　

障
が
い
が
重
度
ま
た
は
重
複
し
て
い
る
等

の
理
由
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別

の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
方
の
う

ち
、
認
定
基
準
に
該
当
す
る
方
に
支
給
し
ま
す
。

手
当
額　

月
額　

2
6
，9
4
0
円

支
給
方
法

年
4
回
（
2
月
・
5
月
・
8
月
・
11
月
）
指

定
銀
行
口
座
に
振
込
と
な
り
ま
す
。

支
給
制
限

○ 

前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合

○
福
祉
施
設
等
へ
入
所
し
て
い
る
場
合

○ 

病
院
等
に
3
ヶ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い

る
場
合

手
続
き
に
必
要
な
も
の 

手
帳
、
印
鑑
、
診
断
書
（
特
別
障
害
者
手
当

用
）、口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の（
通
帳
な
ど
）

笠
間
市
在
宅
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

　

笠
間
市
に
住
所
が
あ
り
20
歳
未
満
で
心

身
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る
方
と
同
居
・

養
育
し
て
い
る
方
に
対
し
て
支
給
し
ま
す
。

手
当
額

月
額　

3
，0
0
0
円

（
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級
、
療
育
手

帳

・
Ａ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

1
級
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
1
級
）

月
額　

1
，5
0
0
円

（
身
体
障
害
者
手
帳
3
級
、
療
育
手
帳
Ｂ
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
2
級
）

支
給
方
法

年
2
回
（
9
月
・
3
月
）
指
定
銀
行
口
座

に
振
込
と
な
り
ま
す
。

支
給
制
限

○
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合

○
障
害
児
福
祉
手
当
を
受
け
て
い
る
場
合

○
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
場
合

手
続
き
に
必
要
な
も
の

手
帳
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
、

印
鑑
、
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳

な
ど
）

難
病
患
者
見
舞
金

　

難
病
疾
患
の
方
の
心
身
の
安
定
の
た
め
、

見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者

笠
間
市
に
住
所
が
あ
り
、
茨
城
県
の
指
定

難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方手
当
額　

月
額　

3
，0
0
0
円

支
給
方
法

年
2
回
（
9
月
・
3
月
）
指
定
銀
行
口
座

に
振
込
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
、
印
鑑
、

口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）

障
害
者
扶
養
共
済
制
度

　

障
が
い
児
（
者
）
の
将
来
に
対
し
て
保

護
者
が
抱
く
不
安
の
軽
減
を
目
的
と
し
、

保
護
者
が
毎
月
掛
金
を
納
入
す
る
こ
と
で
、

保
護
者
に
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
、

残
さ
れ
た
障
が
い
児
（
者
）
に
終
身
一
定
額

の
年
金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

対
象
者

○
身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
3
級
を
所
持
す
る

○
療
育
手
帳
を
所
持
す
る

○
そ
の
他
同
程
度
の
障
が
い
が
あ
る

（
精
神
障
が
い
難
病
含
む
）

　

右
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
の
保
護

者
（
父
母
・
兄
弟
姉
妹
・
配
偶
者
・
祖
父
母
等
）

で
、
県
内
に
住
所
が
あ
り
、
特
別
の
病
気
や

障
が
い
を
も
た
な
い
65
歳
未
満
の
方
（
4
月

1
日
現
在
）

掛
金

保
護
者
の
加
入
時
の
年
齢
に
よ
り
月
額
9
，

3
0
0
円
〜
2
3
，3
0
0
円
ま
で
7
段

階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

年
金

1
口
加
入
の
方　

月
額
2
0
，0
0
0
円
、

2
口
加
入
の
方　

月
額
4
0
，0
0
0
円

ま
た
、
保
護
者
よ
り
先
に
障
が
い
児
（
者
）

が
死
亡
し
た
場
合
は
、
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

住
民
票
謄
本
、
障
が
い
の
種
類
・
程
度
を
証

明
す
る
書
類
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
等
）、
年
金
管
理
者
指
定
届
書
（
障
が
い

の
あ
る
方
が
年
金
を
管
理
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
）、
印
鑑
、
口
座
番
号
が
わ
か
る
も

の
（
通
帳
な
ど
）

＊ 

申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
の
で
、
新
た
に
該
当
さ
れ

る
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
お
よ
び
申
請
先

社
会
福
祉
課　
（
内
線
１
５
５
）

笠
間
支
所　
　
（
内
線
７
２
–
１
３
１
）

岩
間
支
所　
　
（
内
線
７
３
–
１
７
１
）
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